
●毎月無料相談を実施しております●
●実施日時についてはお問い合わせ下さい●

相続はどのように行われるか？遺言書がある時とない時の違いは？
会社設立、各種許認可・離婚協議書作成・交通事故・在留資格など

伊藤弘幸 行政書士事務所

お気軽に
どうぞ

宗像市東郷2－3－40－206　宗像市役所より徒歩約１分

℡ 0940-36-8060（IP電話の方は携帯へ）

携帯 090-7980-1240
困ったことは
何でも

ご相談下さい。
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市では、市の広報紙、ホームページに掲載する広告を募集しています。詳しくは情報政策課広報編集係☎0940（36）1055まで

２月１日（水）から
市営渡船の
区間や運賃などが変わります

行　政

●運航区間、乗り場

航路 区間 乗り場

地島航路 白浜港〜泊港〜神湊港 鐘崎港から神湊港へ変更

大島航路 大島港〜神湊港 変更なし

【大島航路】

便 船艇 大島港発 神湊港着 神湊港発 大島港着

1 フェリー   6：50   7：15   7：40   8：05

2
（＊２）

フェリー
（しおかぜ）   8：35   9：00

  （8：50）   9：25   9：50
  （9：40）

3 しおかぜ 10：15 10：30 11：15 11：30

4 フェリー 13：00 13：25 13：50 14：15

5 しおかぜ 14：40 14：55 15：30 15：45

6 フェリー 16：20 16：45 17：10 17：35

7 フェリー 18：00 18：25 19：00 19：25

（＊２）第２・第４水曜日（地島航路フェリー便運航日）の第２便は、
しおかぜを運航

●運賃

航路 区間
運賃（片道）

大人（中学生以上） 小児（１歳〜小学生）

地島航路

白浜港〜神湊港 390円 200円

白浜港〜泊港 130円   70円

泊港〜神湊港 360円 180円

大島航路 大島港〜神湊港 550円 280円

＊全区間で回数券（11枚つづり）あり。回数券や定期乗船券、荷物運賃、
自動車航送運賃、団体割引、障がいがある人の運賃などは、渡船ター
ミナルの掲示板か市 ＨＰhttp://www.city.munakata.lg.jp/で確認を

●運航ダイヤ（年中同じ）

【地島航路】

便 船艇 白浜港
発

泊港
発

神湊港
着

神湊港
発

泊港
発

白浜港
着

1

ニュー
じのしま

  6：45   6：55   7：10   7：45   8：00   8：10

2   8：40   8：50   9：05 10：05 10：20 10：30

3 11：30 11：40 11：55 12：20 12：35 12：45

4 14：10 14：20 14：35 15：10 15：25 15：35

5 15：55 16：05 16：20 16：40 16：55 17：05

6 17：30 17：40 17：55 18：20 18：35 18：45

フェリー（＊１） 10：40 − 11：05   9：15 −   9：40

（＊１）フェリー便は、第２・第４水曜日に運航（泊港への停泊なし）

◎70歳以上の人には運賃の一部を助成します
　市営渡船の変更にあわせて、高齢者渡船助成制度も変わります。
　市内在住の70歳以上の人が市営渡船を利用する時は、ふれあいバス
やコミュニティバスの利用時と同様に、運賃の一部を助成します（助
成後の金額は、小児運賃と同額）。
　助成制度を利用する際は、係員に住所と年齢が確認できる公的な証
明書（ふれあいバスカードなど）を提示して、「高齢者等助成券」を受
け取り、渡船のチケットを購入してください。
＊70歳以上の人で、大島在住の人が「大島〜神湊航路」、地島在住の
人が「地島〜神湊航路」を利用する時は、運賃の全額を助成（無料）

■問い合わせ先　保健福祉政策課　☎（36）１３０８

白浜港

泊　港

鐘崎港

地島〜神湊航路

神湊港

大島港

　２月１日（水）から市営渡船（地島航路、大島航路）の運航の区間、
乗り場、ダイヤ、運賃が変わります。
 ■問い合わせ先　渡船課　☎（36）００２６

　
住
民
票
と
は
、
一
般
的
に
氏

名
、
出
生
の
年
月
日
、
男
女
の

別
、現
在
の
住
所
、住
民
と
な
っ

て
住
み
始
め
た
年
月
日
と
届
け

出
た
年
月
日
、
従
前
の
住
所
が

記
載
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
住
民
票
は
、
そ
の
人
が
住
ん

で
い
る
住
所
を
管
轄
す
る
市

（
区
）
役
所
や
町
村
役
場
で
記

録
が
保
管
さ
れ
ま
す
。
引
っ
越

し
を
し
て
住
所
が
変
わ
っ
た
人

は
、
関
係
す
る
市
（
区
）
役
所

や
町
村
役
場
に
異
動
を
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け
出

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

●
住
民
票
の
写
し
の
請
求
方
法

　
パ
ス
ポ
ー
ト
や
運
転
免
許
証

の
取
得
、
車
の
登
録
な
ど
の
手

続
き
で
、
住
民
票
の
写
し
が
必

要
と
な
っ
た
場
合
、
市
（
区
）

役
所
や
町
村
役
場
へ
請
求
書
と

必
要
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
で

請
求
で
き
ま
す
。

●
必
要
な
も
の

①
本
人
か
同
一
世
帯
の
人
が

請
求
す
る
場
合

▽
窓
口
に
来
た
本
人
か
同
一
世

帯
の
人
が
、「
本
人
」
と
確

認
で
き
る
書
類
（
運
転
免
許

証
な
ど
顔
写
真
付
き
証
明
書

の
場
合
は
１
点
、
健
康
保
険

証
な
ど
顔
写
真
付
き
で
は
な

い
証
明
書
の
場
合
は
２
点
必

要
）

②
代
理
人
（
同
一
世
帯
で
な
い

人
）
が
請
求
す
る
場
合

▽
必
要
項
目
を
請
求
者
本
人
が

記
載
し
た
委
任
状

▽
窓
口
に
来
た
代
理
人
が
、「
本

人
」と
確
認
で
き
る
書
類（
①

と
同
様
）

▽
窓
口
に
来
た
人
（
代
理
人
）

の
印
鑑

　
住
民
票
の
写
し
は
、
パ
ス

ワ
ー
ド
が
登
録
さ
れ
て
い
る
市

民
カ
ー
ド
（
ふ
れ
あ
い
カ
ー
ド

や
印
鑑
登
録
カ
ー
ド
な
ど
）
が

あ
れ
ば
、
市
内
２
カ
所
（
市
役

所
、
く
り
え
い
と
サ
ン
リ
ブ
宗

像
）
の
自
動
交
付
機
で
も
入
手

で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
同
一
世
帯
の
人
が
請

求
す
る
場
合
は
、
本
人
確
認
の

書
類
が
必
要
と
な
り
ま
す
が
、

市
内
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン

タ
ー
（
コ
ミ
セ
ン
）
で
の
交
付

も
可
能
で
す
。

＊
コ
ミ
セ
ン
で
の
「
即
時
交
付

サ
ー
ビ
ス
」
を
希
望
す
る
場

合
は
、
必
ず
事
前
に
、
サ
ー

ビ
ス
の
有
無
を
コ
ミ
セ
ン
へ

確
認
し
て
く
だ
さ
い

■
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
課

�

☎
（
36
）
１
１
２
６

そ
の
場
所
に

　
　

住
ん
で
い
る
証
明
書

「
住
民
票
」


